
 

 

 令和７年４月18日 

各地区連合自治会町内会長 様 

各自治会町内会長     様 

                    日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部旭区地区委員会 

委員長（旭区長）権藤 由紀子  

                      

令和７年度日本赤十字社会員増強運動（会費募集）について【ご依頼】 
 

 平素より、本会の活動にご理解とご支援を賜り、お礼申し上げます。 

また、日頃より会員増強運動（会費募集）の推進にご協力を賜り、心からお礼申

し上げます。 

 今年度の会費募集につきましても、ご協力いただきたくお願い申し上げます。 

なお、令和５年度からゆうちょ銀行での払込方法を変更しております。詳しくは次のと

おりです。ご確認をお願いいたします。 

 

１ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】会費募集及び会費納入にご協力お願いいたします。 

 

２ ご留意いただきたい点 

 令和５年度から日本赤十字社会費の専用払込票（青色）にて払込をお願いしてい

ます。この専用払込票をご使用いただくことにより、ゆうちょ銀行での硬貨取扱手

数料は免除となります（ATMでのご利用はできません）。 

 なお、払込先は「日本赤十字社神奈川県支部」となりますが、旭区地区委員会の

実績として処理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事務局】旭区社会福祉協議会 齋藤・杉山 

電話：392-1123 / FAX：392-0222 
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日本赤十字社会員増強運動（会費募集）の取扱について 
 

日本赤十字社会費募集は任意の会費であり、決して強制ではありません。ご協力 

いただける場合は、次のとおりお取扱いをお願いいたします。 

 

１ 日赤会員増強運動（会費募集）について 

 日本赤十字社は、災害発生時における国内外の救援活動や血液事業、看護師養成等の諸

事業の遂行により、地域社会の福祉の向上に大きく貢献しています。 

これら日本赤十字社の諸事業は、政府の補助金によるものでなく、みなさまから寄せら

れた会費（寄付金）によって運営されております。 

 令和７年度におきましても、５月１日から「赤十字運動月間｣がスタートし、会員増強運

動（会費募集）を進めてまいります。 

つきましてはご多忙のところ誠に恐縮でございますが、別紙資料をご参照のうえ、また

募集用資材のポスター・チラシ等をご活用いただき、自治会町内会のみなさまに赤十字運

動へのご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

２ 運動期間（会費納入期日）について 

 以前は、７月末を目安にお願いしていましたが、今年度も自治会町内会の状況に合わせ

て柔軟にご対応いただき、令和７年９月末を目安にご納入くださいますようお願い申し上

げます。 

 

３ 日本赤十字社会費目安額について 

（１）目安額は別紙１【目安額および資材内容一覧】をご確認ください。 

自治会町内会ごとの目安額の算出方法は次のとおりです。 

 ①会費を戸別募集する自治会町内会 

  前年度募集実績額×85％ 

 ②会費を自治会費からご寄付いただく自治会町内会 

  地域活動推進費申請世帯数×95％×120円 

 

４ 資材について 

  令和７年２月にご回答いただいた資材調査に基づき、別紙１【目安額お 

よび資材内容一覧】のとおり資材を同封しています。不足等がございましたら 

別紙２【資材追加送付依頼書】または電話等にて事務局までご請求ください。 

※領収書は、取扱いにご注意いただき、自治会町内会で保管をお願いいたします。 

  ※新たに会員になられた方（会費500円以上ご協力いただいた方）のうちご希望の方には「協

力会員門標」をお渡しいたします。事務局までご請求ください。 

  ※2,000円以上ご協力いただいた方には「会員門標」を支部からご郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



５ 会費納入方法について 

  日本赤十字社会費を自治会町内会または地区連合自治会町内会ごとにお取りま 

とめいただき、次のいずれかの方法でのご納入をお願いいたします。 

（１）振込の場合 

同封の専用払込票（青色）により最寄りの郵便局からお振込みください。硬貨

取扱手数料は免除となります。領収書は後日ご郵送いたします。 

 

※払込１件につき 10 万円を超える送金に対し、郵便局によっては依頼人確認のため免許証

などの本人確認書類や（自治会町内会名であれば）会則等の提示が求められることがあります。

ご面倒をおかけしますがご承知いただければと存じます。 

 

【払込票見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務局（旭区社会福祉協議会内）窓口にお持ちいただく場合 

金額が確定次第、領収書をその場でお渡し、または後日ご郵送いたします。 

なお、更生保護協会会費とあわせて窓口にお持ちいただく場合は、その旨を 

お申し出ください。 

 

 

 

【No.1  ●●自治会】<●●は印字済> 

 

 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を戸別募集する自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和７年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
前年度募集実績額（    円）×85％ 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和７年２月に実施した調査に基

づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和７年１月23日
付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。 

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の会

葦の会 ウイングスのご協力を得ています。 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：齋藤・杉山 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 

別紙１ 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を自治会費からお集めいただく自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和７年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
対象世帯数（  世帯）×95％×120円 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 戸別募金用封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和７年２月に実施した調査に基

づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和７年１月23日
付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。  

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の 

会葦の会 ウイングスのご協力を得ています。 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：齋藤・杉山 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 

 

別紙１ 



日赤旭区地区委員会 （事務局）旭区社会福祉協議会 宛 FAX 045-392-0222 
MAIL asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp     

【日赤資材追加送付依頼書】 
自治会名                      

ご記入者名           （電話   ―    ） 

令和７年度 日赤会費募集資材について追加送付のご希望は下記へご

記入ください。 
 

 資 材 名 数 量 

（１） 払込取扱票（青色）  

（２） 委嘱状（カードサイズ）  

（３） パンフレット（A5小冊子）  

（４） チラシ（Ａ４版両面）  

（５） ポスター（Ａ４版片面）  

（６） 受領証（10枚綴）  

（７） 戸別募金用封筒  

（８） 門標   

（９） 特別会員名簿  

（10） その他（        ）  

 

◆お届け先の変更 
今回お送りした届け先以外をご希望の場合は、下記へご記入願います。 

  

会費資材 
 
お届け先 

〔住所〕 

〔氏名〕 

 

◆送付日の希望 
   速やかに対応いたしますが、特にお急ぎの場合は、ご記入願います。 

    
月  日 までに送付 

 

日赤旭区地区委員会 （事務局）横浜市旭区社会福祉協議会 

電話（３９２）１１２３  FAX（３９２）０２２２ 担当：齋藤・杉山 

別紙２ 
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